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【教育目標】「生き抜く力」を備えたリーダー性のある児童の育成 

   － 子どもも教師も笑顔で深く学び，日々感動のある学校 － 

 

 

 入梅目前となりました。気温が上がり蒸し暑さも増しています。そのような中で，学校は通常

登校となり，今日も子ども達の元気な声が響いています。「新型コロナウイルス」の感染予防へ

の対応には，ご理解に感謝いたします。時には，送迎による渋滞のために，近隣の方から苦情が

寄せられることもあり，一方通行や右左折についてまた駐車や乗降場所に関して，保護者やご家

族の皆様には改めてご連絡をしたこともありましたが，マナーを守り，配慮をもって送迎をして

くださったことについては，近隣の方にもご理解いただいていることと思います。 

 もしもマナー違反や配慮に欠ける場合には，「附属は…」という目で学校全体が見られます。

今後とも私たち一人一人が気をつけてまいりましょう。「今日だけだから」「少しだけだから」…

は，つい連鎖してしまいますので厳禁ですね。 

なお，通常登校となりましたので，学校から赤松公民館長様へ，通常登校再開をご報告して，

本校が時間差登校に伴う送迎を行ったことを，静観してくださったことについて，お礼を申し上

げました。本校が「近隣の方にご不便をおかけしたという思いとお礼の気持ちを持っている」と

いうことを，自治会長の会議でお伝えくださるそうです。 

 

 

 

通常登校となり，子どもたちは元気に登校しています。ただし

１年生は，登校に慣れる間もなく休校や時間差登校となったた

めに，これからが自力登校に慣れていく本番とも言えそうです。  

中には，保護者の方が，バス停や登校途中の交差点まで，或い

は校門前まで一緒に歩かれるなど，子どもとともに努力してく

ださっている姿もよく見かけます。ありがとうございます。 

また，保護者の方の巡回当番のノートには，バス待ちの子のマナーの良さや，保護者の方への

礼儀正しさが何度も書かれているとのことで，嬉しく思っています。ただ，歩道を歩くときに横

に並んで他の歩行者や自転車に意識が向いていないことや，車が来て危ないのに気づいていな

いの？という姿も見られますので，指導をしていきます。ご家庭でも，登下校時の安全やマナー

についてご指導をお願いします。（基本は，安全のために，歩道でも端を歩き広がらないこと） 

給食は，感染予防の対策として，準備前の消毒，手洗い，マスクやエプロンの着用を徹底して，

全員が前を向いて食べています。子ども達の手洗いの様子を時々見ますが，丁寧に上手に洗って

います。また，１年生の教室では，担任と級外担当者が複数で対応しています。栄養教諭も教室

を回って，衛生面や安全面の確認をしたり指導をしたりしています。 

皆，指導されたことをよく守って給食を食べています。特に５・６年生は，静かで落ち着いた

態度が見事でした。 
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 通常登校が始まり… 

登下校や給食の様子について
落ち着いて給食を食べる１年生 
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佐賀市内の公立小中学校では，今年度の水泳の授業を見送られましたが，本校では，感染予防

の手だてをとったうえで，７月から水泳の授業を実施します。 

水泳の授業を実施する理由としては，以下のとおりです。 

○ 文部科学省から「適切に管理されたプールの中での水中感染の可能性は低い」という見解

があり，感染予防の手だてをとったうえで水泳を実施してもよいと通知されていること。 

（【事務連絡】「今年度における学校の水泳授業の取扱いについて－文部科学省」） 

そのため，出来るだけ学習の機会を保障すべきであると考えていること。 

○ 既に，体育での更衣室を多目的室に変更して，「三密」をつくらない環境ができており，

多目的室以外の場所も更衣室として利用することが出来るようにしていること。 

○ 内科検診，眼科検診，耳鼻科検診を６月中に実施し，疾病等の確認が可能であること。 

○ 水泳の授業中も，密集や密接を伴わない内容での活動を行うことができること。 

○ 目からの感染予防も考慮しながら，消毒や手洗いの順序などの手だてを徹底すること。 

○ 佐賀県内において，５月４日以降新たな感染者は確認されておらず（再陽性となった方は

既に退院済み），６月２日に，入院患者数が０人になったこと。 

    ※ 下の表をご参照ください。 

なお，感染予防のために，活動の内容の変更や時間の短縮は必要です。そのため，

昨年度まで行っていた水泳関係の行事も変更しています。保護者のご参観をご遠慮

いただきますのも，感染予防の一環ですので，ご理解のほどお願いいたします。 

ただし，今後状況が変わった場合は，子ども達の安全を第一に考えて，変更や中止もあります。 

 水泳の授業の開始について 

佐賀県HPより 

育友会総会について 

５月２９日に，延期となっていた育友会・後援会総会が行われました。 

このような状況ですので，多くの委任状を出していただいた総会となり，出席者のほとんどが

役員の皆様という形になりました。ご出席くださった皆様，ありがとうございました。 

総会においては，活動報告，決算報告，新役員，活動予定案，予算案，育友会規約がそれぞれ 

承認されましたので，ご報告します。委任状へのご協力ありがとうございました。 
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